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中播都市計画（中野庄地区）地区計画 計画図 

【平成３０年４月１日 たつの市告示第８７号】 

この図面は、おおむねの場所を表示したものですので、

詳しくは、たつの市都市政策部都市計画課に備えてある

縦覧用図面を参照してください。 

なお、上記の計画図のみによる判断の過失の責は負いま

せん。 

① 土地の区画形質の変更 

建築物の建築又は工作物の建設のために、土地の区画割を変更したり、盛土、切

土などによって宅地を造成することをいいます。 

 

② 建築物の建築または工作物の建設 

建築物の建築とは、新築、増築、改築、移転をいいます。 

工作物の建設とは、擁壁、広告物などで一定基準のものの設置をいいます。 

なお、かき、さく、塀などの設置もこれに該当します。 

    （既存建物の道路面に塀等を新たに設置する場合にも届出が必要です。） 

 

③ 建築物等の用途の変更 

たとえば、住宅から店舗・医院などへの変更をいいます。 

 

④ 建築物等の形態または意匠の変更 

たとえば、屋根や外壁などの形や色などの変更をいいます。 

 

⑤ 木竹の伐採 

 

☆ 勧告することがあります。 

届出があると、市では届出の内容を判定します。 

この結果、届出の内容が地区計画に適合しないと認めるときは、市は、設計の変更その他必

要な措置をとるよう勧告します。 

 

 ◎ 詳細については、地区計画担当課（都市建設部都市計画課）まで 

 

 


